
 

聖

籠

町

食

料
・
農

業
・
農

村

基

本

条

例

を

こ

こ

に

交

付

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

四

年

三

月

十

二

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

聖

籠

町

長

 
 
 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

四

号

 
聖

籠

町

食

料

・

農

業

・

農

村

基

本

条

例

 
 

聖

籠

町

は

、
新

潟

県

北

部

の

飯

豊

連

峰

に

源

を

発

す

る

加

治

川

下

流

の

海

岸

地

帯

に

位

置

し

、
日

本

海

に

沿

っ

て

砂

丘

地

帯

が

形

成

さ

れ

て

お

り

、

ほ

ぼ

平

坦

な

地

形

で

、

農

業

が

基

幹

産

業

と

な

っ

て

い

ま

す

。

一

方

、

昭

和

三

十

八

年

か

ら

開

発

が

始

ま

っ

た

国

際

拠

点

港

湾

で

あ

る

新

潟

東

港

と

併

せ

て

造

成

さ

れ

た

工

業

地

帯

が

町

面

積

の

約

四

分

の

一

を

占

め

、
従

来

の

農

村

的

雰

囲

気

が

色

濃

く

残

る

「

農

村

機

能

」

と

工

業

地

帯

等

に

よ

り

都

市

化

が

進

展

し

た

「

都

市

機

能

」

と

が

共

存

し

た

姿

を

示

し

て

い

ま

す

。

 

聖

籠

町

の

農

業

は

、
立

地

条

件

を

生

か

し

て

水

稲

を

基

幹

と

し

た

果

樹

、

野

菜

等

と

の

複

合

経

営

を

主

流

と

し

、

良

質

な

農

産

物

を

生

産

し

て

地

域

経

済

の

発

展

に

大

き

く

貢

献

し

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

近

年

の

農

業

を

取

り

巻

く

状

況

は

厳

し

く

、

農

業

従

事

者

の

高

齢

化

や

後

継

者

不

足

か

ら

農

家

数

は

減

少

を

続

け

て

お

り

、
担

い

手

の

確

保

と

育

成

や

さ

ら

な

る

経

営

の

合

理

化

と

近

代

化

等

の

対

策

が

求

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

よ

う

な

課

題

に

対

応

し

、
聖

籠

町

の

農

業

及

び

農

村

の

振

興

を

図

る

た

め

に

は

、

農

業

者

の

意

欲

は

も

と

よ

り

、

町

民

一

人

ひ

と

り

が

、

食

料

、

農

業

及

び

農

村

の

町

民

生

活

に

果

た

し

て

い

る

役

割

の

重

要

性

を

理

解

し

、
関

心

を

深

め

て

い

く

こ

と

が

大

切

で

あ

り

、
と

り

わ

け

子

ど

も

の

頃

か

ら

の

関

わ

り

が

重

要

で

あ

る

と

い

う

認

識

の

も

と

、

学

校

、

家

庭

及

び

地

域

の

連

携

を

図

り

な

が

ら

、
こ

う

し

た

活

動

に

取

組

ん

で

い

く

こ

と

が

必

要

で

す

。

 



 

聖

籠

町

の

農

業

及

び

農

村

を

魅

力

あ

る

も

の

に

し

、
持

続

的

発

展

を

図

る

た

め

、

ま

た

、

聖

籠

町

、

農

業

者

、

農

業

関

係

団

体

、

町

民

及

び

事

業

者

が

そ

れ

ぞ

れ

協

働

し

、

農

業

を

生

か

し

た

「

ま

ち

づ

く

り

」

を

進

め

る

た

め

、

こ

の

条

例

を

制

定

し

ま

す

。

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

本

町

の

食

料

、

農

業

及

び

農

村

の

あ

り

方

に

つ

い

て

の

基

本

理

念

及

び

そ

の

実

現

に

必

要

な

施

策

の

基

本

方

針

等

を

定

め

、
町

、
農

業

者

、
農

業

関

係

団

体

、

町

民

及

び

事

業

者

の

責

務

及

び

役

割

を

明

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

食

料

、

農

業

及

び

農

村

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

し

、
も

っ

て

農

業

及

び

農

村

の

振

興

並

び

に

豊

か

で

住

み

よ

い

地

域

社

会

の

実

現

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

一

 

農

業

者

と

は

、

本

町

に

お

い

て

農

業

を

営

む

個

人

、

法

人

及

び

団

体

を

い

う

。

 

二

 

農

業

関

係

団

体

と

は

、
農

業

協

同

組

合

、
土

地

改

良

区

、

農

業

共

済

組

合

そ

の

他

の

本

町

の

農

業

に

関

わ

る

団

体

を

い

う

。

 

三

 

事

業

者

と

は

、

本

町

に

お

い

て

食

品

産

業

に

関

わ

る

事

業

を

営

む

個

人

、

法

人

及

び

団

体

を

い

う

。

 

（

基

本

理

念

）

 

第

三

条

 

食

料

は

、
健

康

で

充

実

し

た

生

活

を

営

む

た

め

の

基

礎

と

し

て

重

要

な

も

の

で

あ

る

こ

と

か

ら

、
地

元

で

安

全

で

安

心

な

農

産

物

が

安

定

的

に

生

産

さ

れ

る

と

と

も

に

、
地

元

農

産

物

の

流

通

及

び

消

費

の

促

進

が

図

ら

れ

な

け

れ

ば

な



ら

な

い

。

 
２

 

農

業

は

、

農

地

、

農

業

用

水

そ

の

他

の

農

業

資

源

及

び

担

い

手

が

確

保

さ

れ

、
地

域

の

特

性

に

応

じ

て

組

み

合

わ

さ

れ

た

農

業

構

造

が

確

立

さ

れ

る

と

と

も

に

、
自

然

環

境

と

調

和

し

た

持

続

的

な

発

展

が

図

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

農

村

は

、

農

業

の

持

続

的

な

発

展

の

基

盤

で

あ

り

、

農

業

者

を

含

め

た

地

域

住

民

の

生

活

の

場

で

あ

る

と

と

も

に

、
水

源

の

か

ん

養

、

自

然

環

境

の

保

全

、

良

好

な

景

観

の

形

成

及

び

文

化

の

伝

承

等

の

多

面

的

機

能

を

有

す

る

こ

と

か

ら

、
自

然

と

人

間

が

共

存

す

る

た

め

の

場

と

し

て

、
整

備

及

び

保

全

が

図

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

（

町

の

責

務

）

 

第

四

条

 

町

は

、

前

条

に

規

定

す

る

基

本

理

念

に

基

づ

き

、

食

料

、

農

業

及

び

農

村

に

関

す

る

施

策

を

策

定

し

、

実

施

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

町

は

、

前

項

の

施

策

を

実

施

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

国

、

県

、

農

業

者

、

農

業

関

係

団

体

及

び

事

業

者

と

適

切

な

連

携

を

図

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

農

業

者

及

び

農

業

関

係

団

体

の

責

務

）

 

第

五

条

 

農

業

者

及

び

農

業

関

係

団

体

は

、
農

村

に

お

け

る

地

域

づ

く

り

の

主

体

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

、
自

ら

生

産

又

は

供

給

す

る

食

料

に

つ

い

て

、
積

極

的

に

情

報

を

提

供

す

る

と

と

も

に

、
安

全

で

安

心

で

き

る

農

産

物

の

安

定

的

な

供

給

を

図

り

、
農

業

及

び

農

村

の

振

興

に

関

し

主

体

的

に

取

り

組

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

町

民

の

役

割

）

 

第

六

条

 

町

民

は

、

食

料

、

農

業

及

び

農

村

の

町

民

生

活

に

果

た

し

て

い

る

役

割

の

重

要

性

を

理

解

し

、

関

心

を

深

め

、

地

元

で

生

産

さ

れ

る

農

産

物

を

積

極

的

に

消

費

す

る

と

と

も



に

健

康

で

豊

か

な

食

生

活

の

実

践

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

事

業

者

の

役

割

）

 
第

七

条
 

事

業

者

は

、
安

全

で

安

心

な

食

品

を

消

費

者

に

供

給

す

る

と

と

も

に

、
地

元

農

産

物

の

積

極

的

な

利

用

を

図

る

等

、

そ

の

事

業

活

動

に

お

い

て

農

業

及

び

農

村

の

振

興

に

取

り

組

む

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

施

策

の

基

本

方

針

）

 

第

八

条

 

町

の

食

料

、

農

業

及

び

農

村

に

関

す

る

施

策

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

踏

ま

え

、
当

該

施

策

相

互

の

連

携

を

図

り

な

が

ら

推

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 
 

一

 

意

欲

を

持

つ

農

業

者

へ

の

支

援

並

び

に

農

業

後

継

者

及

び

新

規

就

農

者

そ

の

他

の

多

様

な

担

い

手

の

確

保

と

育

成

を

図

る

こ

と

。

 

二

 

農

業

の

生

産

基

盤

で

あ

る

ほ

場

、

農

業

用

道

路

及

び

農

業

用

用

排

水

路

の

整

備

を

図

る

こ

と

。

 

三

 

遊

休

農

地

の

解

消

等

に

よ

り

優

良

農

地

を

確

保

し

、

担

い

手

に

集

積

を

図

る

こ

と

。

 

四

 

基

幹

作

物

で

あ

る

水

稲

、

地

域

の

特

性

を

生

か

し

た

砂

丘

地

農

業

、

果

樹

及

び

観

光

農

業

等

の

一

層

の

促

進

を

図

る

こ

と

。

 

五

 

農

作

業

の

効

率

化

を

図

り

、

農

産

物

の

生

産

性

を

高

め

、

収

益

性

の

高

い

農

業

の

確

立

を

図

る

こ

と

。

 

六

 

美

し

い

農

村

景

観

の

保

全

、

文

化

の

伝

承

等

、

農

業

及

び

農

村

が

有

す

る

多

面

的

機

能

の

維

持

及

び

発

揮

を

図

る

こ

と

。

 

七

 

有

機

質

資

源

を

活

用

し

た

土

づ

く

り

の

促

進

等

農

業

の

自

然

循

環

機

能

の

維

持

増

進

を

図

る

こ

と

。

 

八

 

安

全

で

安

心

な

農

産

物

を

生

産

し

、

学

校

給

食

へ

食

材

を

提

供

す

る

等

の

地

産

地

消

の

促

進

を

図

る

こ

と

。

 



九

 

農

業

者

及

び

商

工

業

者

と

の

連

携

並

び

に

農

産

物

の

生

産

、

加

工

及

び

販

売

の

一

体

的

な

取

組

を

図

る

こ

と

。 
十

 
学

校

、

家

庭

及

び

地

域

社

会

と

連

携

し

た

食

と

農

に

関

す

る

教

育

及

び

食

文

化

の

伝

承

を

図

る

こ

と

。

 

十

一

 
そ

の

他

食

料

に

関

す

る

こ

と

並

び

に

農

業

及

び

農

村

の

振

興

を

図

る

た

め

に

必

要

な

こ

と

。

 

（

基

本

計

画

の

策

定

）

 

第

九

条

 

町

長

は

、
第

四

条

第

一

項

に

規

定

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

す

る

た

め

、

食

料

・

農

業

・

農

村

基

本

計

画

（

以

下

「

基

本

計

画

」

と

い

う

。
）

を

策

定

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

農

業

振

興

協

議

会

へ

の

諮

問

）

 

第

十

条

 

町

長

は

、

前

条

の

基

本

計

画

を

策

定

し

、

又

は

変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

並

び

に

食

料

、
農

業

及

び

農

村

に

関

す

る

重

要

な

決

定

を

行

お

う

と

す

る

と

き

は

、
聖

籠

町

農

業

振

興

協

議

会

の

意

見

を

聴

く

も

の

と

す

る

。

 

（

実

施

状

況

の

公

表

）

 

第

十

一

条

 

町

長

は

、
基

本

計

画

に

基

づ

く

施

策

の

実

施

状

況

を

取

り

ま

と

め

、

毎

年

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

委

任

）

 

第

十

二

条

 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、
こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

町

長

が

別

に

定

め

る

。

 

附

 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 


